
別紙【令和７・８年度横浜市一般競争入札有資格者名簿登載者 定期申請用】 

 

□ 登録された振込先口座と付番された【業者コード】【口座枝番】をご確認ください。 

交付されたユーザ ID とパスワードを使用して『資格審査申請システム』へログインし、ログインメニュー

中の「登録内容照会（令和７・８年度）」から必ずご確認ください。 

なお、横浜市が審査した上で、申請内容を一部修正している場合があります。 

 

 

※以下の画面イメージは、実際の画面と異なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要‼】横浜市に振込先口座を登録されたみなさまへ 

『資格審査申請 ログイン画面』 URL：https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epvo/servlet/l   
 
 
 

 

 

https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epvo/servlet/l


 

《契約・請求委任がある場合》 

契約・請求に関する権限の委任をしている場合は、「登録内容照会（令和７・８年度）」の「口座に関する情

報」において、「口座枝番 002」が自動的に生成され、口座は、「口座枝番 001」と同じ代表口座を表示してい

ます。実際の請求時には、「口座枝番 001」は利用せず、「口座枝番 002」以降を利用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 【業者コード－口座枝番】を利用した請求方法 

令和７・８年度名簿の【業者コード－口座枝番】は、発行日（請求年月日）が令和７年４月１日以降の請

求書等に記載します（令和６年度の契約案件の場合も）。これにより振込先口座の記載が不要になり、登録さ

れている口座にお支払いします。 

ただし、令和７年度契約案件（契約済みの長期継続契約案件等を含む）の「定期支出申込書」※について

は、発行日に関わらず令和７・８年度名簿の【業者コード‐口座枝番】を記載します。 

請求書及び「定期支出申込書」の記載例は、次ページを参照してください。 

※支払時期及び支払金額があらかじめ確定している場合に、事前に提出することで、その都度の請求書提出を不要とするものです。 

 

《参考：請求書等に記載する【業者コード－口座枝番】の切り替えイメージ》 

① 発行日（請求年月日）が令和７年３月 31 日までの請求書等は、令和５・６年度名簿の【業者コード－

口座枝番】、４月１日以降の請求書等は、令和７・８年度名簿の【業者コード－口座枝番】を記載してくだ

さい。 

② 令和７年度契約案件（契約済みの長期継続契約案件等を含む）の「定期支出申込書」については、発行

日に関わらず令和７・８年度名簿の【業者コード‐口座枝番】を記載してください。 

令和７年度契約案件（契約済みの長期継続契約案

件等を含む）「定期支出申込書」の発行日 

令和７年 

３月 31日 

令和７年 

４月１日 

令和７・８年度 

業者コード－口座枝番 

請求書の発行日（請求年月日） 

令和７年 

３月 31日 

令和７年 

４月１日 

令和７・８年度 

業者コード－口座枝番 

令和５・６年度 

業者コード－口座枝番 

 

口座枝番 002以降を利用してください 



 

 

 

 

 

 

 

《請求書への記載例》 

 

注意１ 《令和５・６年度名簿の口座情報から変更している方で、令和７年３～４月に請求書等を提出する方へ》 

年度替わりの支払事務処理の都合上、請求書発行日（請求年月日）が令和７年４月１日以降で、令和

７・８年度名簿の【業者コード‐口座枝番】を請求書に記載しても、令和５・６年度名簿の登録口座に支

払われることがあります。反対に、請求書発行日（請求年月日）が令和７年３月 31日以前で、令和５・６

年度名簿の【業者コード‐口座枝番】を請求書に記載しても、令和７・８年度名簿の登録口座に支払われ

ることがあります。どの口座に支払われるか確認したい場合は、請求書提出先の部署へお問い合わせくだ

さい。 

なお、定期支出の場合は、令和６年度分の４月 25日支払分は、令和７・８年度名簿の登録口座へ支払わ

れます。 

注意２ 《令和７・８年度名簿に初めて口座を登録した方で、令和７年３月 31 日までに請求書や「定期支出申込

書」を提出する方へ》 

発行日（請求年月日）が令和７年４月１日以降の場合でも、令和７年３月 31 日までに請求書や「定期支

出申込書」を提出する場合は、支払事務処理の都合上、原則、令和７・８年度名簿の【業者コード－口座枝

番】が使用できません。この場合は請求書や「定期支出申込書」に口座情報を記載してください。 

《水道局・交通局・下水道河川局（下水道事業会計）への請求方法》 

水道局・交通局及び下水道河川局（下水道事業会計）についても、発行日（請求年月日）が令和７年４月１日

以降の請求書等には令和７・８年度名簿の【業者コード－口座枝番】を記載します。 

 

【業者コード－口座枝番】を記
載してください。 

⇒ 令和５・６年度と令和７・８年度の登録口座に変更がない方は、注意１・２を気にする必要はありません！ 

 



 

《「定期支出申込書」への記載例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書及び「定期支出申込書」のひな形はこちらからダウンロードできます（水道局・下水道河川局（下水道

事業会計）の定期支出申込書の様式及び記載例等は下記 URLでご確認ください）。 

水道局 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/suidou/nyusatsu/teikisishutu.html  
下水道河川局（下水道事業会計） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasen-gesuido/gesuido/keiei/goseikyu.html  
 

□ 登録内容に変更が生じた場合（令和７年３月３日～手続可能） 

基本情報や口座情報等に変更が生じた場合は、『資格審査申請システム』から届出が必要となりますので、速

やかに手続をお願いします。 

変更手続の詳細は、下記 URLの「変更届ガイド」をご確認ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/kouza-touroku.html 

 

「変更届（令和５、６年度）」または「変更届（令和７、８年度）」から振込先口座を変更してください。 

※令和５、６年度名簿と令和７、８年度名簿の両方を変更する場合は、それぞれ手続が必要です。 

※令和５、６年度名簿は令和７年３月 31日まで変更できます。

 

 

令和７・８年度の【業者コード－口座枝番】
を記載してください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/seikyu-siharai.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/suidou/nyusatsu/teikisishutu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasen-gesuido/gesuido/keiei/goseikyu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/kouza-touroku.html

